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告 示

北海道告示第２４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２２年１月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林予定森林の所在場所 利尻郡利尻富士町鬼脇字旭浜１２２地先・１２３の３地先・

１５３地先（以上３筆地先について次の図に示す部分部分
に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 礼文郡礼文町大字船泊村字ナイヲロ１８６（次の図に示
す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐に係る立木の伐採を禁止する。
� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２５号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２２年１月１２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 夕張市鹿の谷山手町１６の３、１７の１、１７の３、１８の４、
１８の５、１９の２、末広１丁目１０７の１４

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 夕張郡栗山町桜丘１丁目１３４地先（国有林。次の図に
示す部分に限る。）、１３４・１３５・字湯地３８の１（以上３
筆について次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町三石豊岡６２６地先（国有林。次の図
に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
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� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所 日高郡新ひだか町三石富沢４０１の１地先（国有林。次
の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに夕張市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

道教育庁釧路教育局告示

北海道教育庁釧路教育局告示第１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年１月１２日

北海道教育庁釧路教育局長 大 山 節 夫
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� パーソナルコンピュータ 一式 ２６６台
� パーソナルコンピュータ 一式 １９４台
２ 落札者を決定した日
平成２１年１２月２１日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 株式会社トーワ
イ 住 所 釧路市光陽町１１番７号

�ア 氏 名 株式会社ポータス

イ 住 所 釧路市鳥取南５丁目１２番５号
４ 落札金額
� ２０，５２８，５５０円
� １５，０７３，８００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の告示
平成２１年１１月１０日付け北海道教育庁釧路教育局告示第１５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁釧路教育局企画総務課
� 所在地 釧路市浦見２丁目１番１号
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